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障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる

県づくり特別委員会次第

日時：平成２９年１２月１３日（水）本会議終了後

場所：第５委員会室

１ 開 会

２ 付託事件の調査

（１）全国障害者芸術・文化祭への障がい者の関わりについて

①全国障害者芸術・文化祭の準備段階からの障がいのある人の関わり方や意見反映につ

いて

②全国障害者芸術・文化祭での合理的配慮について

（２）障がいある人が芸術・文化活動、スポーツ交流活動等に参加できる環境づくりの取組に

ついて

３ その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

守永委員長 ただ今から委員会を開きます。

本日の委員会は、全国障害者芸術・文化祭

への障がい者の関わりについて及び障がいの

ある人が芸術・文化活動、スポーツ交流活動

等に参加できる環境づくりへの取組について

を調査します。

なお、このほかに御手洗委員が本委員会に

所属しておりますが、所用により欠席してお

りますので御了知ください。

それでは、執行部の説明をお願いいたしま

す。

なお、項目の全国障害者芸術・文化祭への

障がい者の関わりについてと障がいのある人

が芸術・文化活動、スポーツ交流活動等に参

加できる環境づくりへの取組について、一括

で説明をお願いいたします。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 国

民文化祭・障害者芸術文化祭局長の土谷でご

ざいます。よろしくお願いいたします。座っ

て説明をさせていただきます。

１１月２６日でございますけれども、先催

県であります奈良県で第３２回国民文化祭・

なら２０１７、第１７回全国障害者芸術・文

化祭なら大会の閉会式が行われまして、いよ

いよ大分県にバトンタッチをされたという今

ちょうど時期でございます。

私どもの事務局の職員、それから市町村の

職員、芸術団体の職員皆さんで閉会式にも参

加をさせていただいたところでございますけ

れども、奈良大会から始まりました国民文化

祭と全国障害者・芸術文化祭の同一テーマ、

同一期間という一体開催というものが具現化

された閉会式、大会だったということで、私

どももその成果をしっかり引き継いで、来年

に向かって準備を進めていこうと思った次第

でございます。

１１月末現在ですけれども、大分大会で予

定されている事業の数は１５０、そのうち障

がい者芸術に関するものが３９という事業に

なっております。

奈良県から始まりました一体開催に加えま

して、大分県では、これはまた全国で初めて

となりますけれども、全市町村で障がい者の

大会について取り組もうということで、現在

準備を進めているところでございます。今年

行われましたプレイベントの段階でも新しく

初めて取り組むところも含めまして、１３の

市町村が先行して取組を始めております。

現在、市町村実行委員会で事業のブラッシ

ュアップが行われておりまして、事業名、内

容等もまだまだ変更が予定されております。

最終的な決定が市町村の実行委員会を経まし

て来年４月に予定されております県の実行委

員会でということになると考えております。

全国障害者芸術・文化祭への障がい者の関

わりにつきましては、この後、担当課長から

詳細を説明させていただきます。

秋月事業推進課長 それでは、全国障害者芸

術・文化祭への障がいのある人の関わりにつ

いて御説明させていただきます。資料の１ペ

ージをお開きください。

来年大分県で初めて開催されます全国障害

者芸術・文化祭は、障がい者の芸術及び文化

活動への参加を通じて、障がい者の生活を豊

かにするとともに、障がいへの理解と認識を

深め、障がい者の自立と社会参加の促進に寄

与することを目的として、平成１３年から開

催をされておりまして、来年の大分開催では

１８回目を迎えることとなっております。

大分大会では国民文化祭と一体開催すると

ともに、全国で初めて、先ほど局長からも申

し上げましたけれども、全ての市町村で障が

い者アート事業を実施しまして、身近な地域

での参加の機会を設けまして、文化祭後の定

着につなげるように取り組んでいるところで

ございます。
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その実施に向けましては、大きく二つの観

点で事業を進めております。一つは、障がい

者の視点を取り入れた企画・運営、もう一つ

は多くの障がい者が参加するイベントの実施

でございます。

まず、資料の左側を御覧ください。障がい

者の視点を取り入れた企画・運営についてで

ございますけれども、障がい者団体の代表者

や施設運営者、障がい者アーティストの皆さ

ん方に文化祭の企画運営委員会の委員に御就

任いただいておりまして、事業の企画や運営

面での必要な配慮について、御意見や御提案

を頂いているところでございます。また、観

光おもてなし部会や実務者会議にも御参加を

いただいておりまして、お客様としてお迎え

する障がい者への必要な配慮について御意見

や御提案を頂いているというところでござい

ます。

さらには、文化祭の広報ボランティアであ

ります「盛り上げ隊」に障がい者アーティス

トの方に御就任いただいておりまして、各種

イベントで障がい者アートの魅力や創作活動

の楽しさなどを交えながら、文化祭のＰＲ活

動を行っていただいているというところでご

ざいます。

具体的には、事業の企画立案におきまして、

障がいのある方もない方も一緒に楽しむこと

ができる作品展示やステージ発表、交流のた

めの企画を検討する中で、芸術作品というの

はなかなか手で触れるということができない

ことが多いんですけれども、触ることのでき

る作品を楽しめる展示や知的障がい、発達障

がいのある方が気兼ねなく劇場や映画館で鑑

賞できる機会の提供などの御提案を頂きまし

て、その実現に向けて今現在調整を進めてい

るところでございます。

また、事業への運営参画におきましては、

障がいのある方が文化祭に参加するに当たっ

ての必要な配慮等について、当事者の立場か

ら御意見や御提案を頂いているところでござ

います。例えば、障がいに応じた適切な情報

の提供や会場内での車椅子の方に対する通路

の幅の確保であったりとか、展示作品の高さ

への配慮、更にはイベントのタイムスケジュ

ールを考える中では十分な移動の時間の確保

であったり、手話通訳のできる速さで説明の

スピードを保とうといったような貴重な御意

見を頂いておりまして、１０月に実施しまし

た１年前イベントでもその配慮をしたところ

でございますけれども、来年の本番に向けて

しっかりと御意見を反映させてまいりたいと

考えているところでございます。

資料の右上を御覧ください。

次に、多くの障がい者が参加するイベント

の実施についてでございますけれども、県内

各地で気軽に作品の出品や鑑賞ができますよ

うに全市町村での障がい者アートイベントの

実施に向けまして、現在市町村と連携して取

組を進めているところでございます。

また、特別支援学校や障がい者団体等へ積

極的に情報提供を行いまして文化祭への参加

を促しましたり、作品の発表につなげるため

の作品の掘り起こしなどにも取り組んでいる

ところでございます。

まず、出品や発表についてでございますけ

れども、文化祭への出品等を通じまして様々

な人との交流を深め、アート活動を通じた社

会参加を促してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。具体的には、障がい者の作

品の公募展を実施したり、障がいのある方と

ない方によるステージ発表の参加者募集を行

うこととしております。１年前のイベントで

は、ダンスステージで学生ボランティアさん

と障がい者が交流を深めながら練習を重ねま

して、一緒になって発表を行ったというとこ

ろでございます。現在も来年に向けまして練

習を重ねているというところでございます。

また、その下の鑑賞のところでございます

けれども、芸術・文化活動の関心を高めまし

て、アート活動を始めるきっかけとなります

ように、優れた作品の展示であったりとか、

ステージ発表のほかにもアート活動の状況の

紹介であったりとか、障がい者のアート活動

を支援する取組の紹介であったり、ワークシ
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ョップなどを実施することとしております。

より多くの障がいのある方が参加して楽し

んでいただける大会となりますように、今後

も企画運営委員の皆さん方や障がい者団体の

皆さん方に御意見を頂きながら、しっかりと

準備を進めてまいりたいと考えているところ

でございます。よろしくお願いいたします。

高橋企画・広報課長 それでは、全国障害者

芸術・文化祭の合理的配慮について御説明申

し上げます。

資料を１枚めくっていただいて、２ページ

を御覧いただきたいと思います。

今回の国民文化祭、全国障害者芸術・文化

祭は障がいを持たれている方の参加が多く見

込まれると考えております。

法律にもあるとおり、障がい者の方々には

不便なく来場され、またストレスなく楽しん

でいただけるよう配慮する必要があると考え

ております。

県実行委員会の下に観光おもてなし部会を

設置してございますけれども、障がい者のお

もてなしについては、より具体的詳細に検討

する必要があるということから、先ほどもち

ょっと出ましたが、実務者会議を設置してご

ざいます。これは障がい者や障がい者施設で

勤務する職員の方、実務に携わる方を選出い

ただいて、実務者会議をセットしているとこ

ろでございます。

資料の真ん中、おおいた大茶会１年前イベ

ントという枠がございますけれども、実は８

月１日にこの実務者会議の第１回目を開きま

して、８月１日の会議の場では、宿泊先での

障がい者への対応について御意見を伺ったり

とか、あるいは１０月１日におおいた大茶会

の１年前イベントを行いましたけれども、そ

のイベントの会場に事前に実踏いたしまして、

例えば、車道と歩道との段差などについて具

体的にここはこうした方がいいんじゃないか

というような意見を頂きました。実際、１０

月１日のイベントの際には、そういった御指

摘も踏まえまして、進行状況をプラカードな

どで視覚的にお知らせするためのボランティ

アの配置だとかスロープの設置、あるいは手

話通訳のタブレット、そういったものの活用

なども行ったところでございます。

また、当日には実務者会議のメンバーにも

実際に参加していただきまして、その下に１

年前イベントで実施した課題というところに

掲げてございますけれども、イベント終了後

の１０月１７日でございましたけれども、実

際の運用時における課題も改めて御指摘を頂

いたというところでございます。例えば、仮

設スロープが必要で設置をしたんだけども、

実際ちょっと強度が足りなかったとか、ある

いは上から３ポツ目ですけれども、車椅子ス

ペースは必要だということで用意をしていた

んですけれども、観客が非常に多くて出入り

が実際困難であったとか具体の問題が出てま

いりまして、そのお話を１０月１７日の終了

後の会議で御指摘を頂いたところでございま

す。

今後も実務者会議の御意見を参考にしなが

ら、来年の本番に向けた準備を進めてまいり

たいと考えてございます。

また、それに加えまして、障がい者へのお

もてなし方法を記載したおもてなしブックと

いったもの、あるいは宿泊施設従業員に対す

る研修の実施等を行いながら、しっかり対応

できるように体制の準備にも気を使ってまい

りたいと考えてございます。

髙橋障害福祉課長 それでは、私からは障が

いがある人が芸術・文化活動、スポーツ交流

活動等に参加できる環境づくりへの取組につ

いて御説明をいたします。

委員会資料の３ページを御覧いただきたい

と思います。

まず資料上段でございます。ときめき作品

展です。これは県内の障がいのある方々が普

段の芸術文化活動の成果を発表し展示をする

ことで、積極的な社会参加を促進するという

ことを目的に平成８年から毎年開催をしてお

ります。

最近では、芸術活動に取り組んでいる施設、

あるいは特別支援学校からの出品も増えまし
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て、３００点を超える作品が集まっておりま

す。今年度は全国障害者芸術・文化祭の１年

前イベントとして開催をいたしまして、３５

９点の作品を展示し、１，３００人を超える

多くの方が御来場くださいました。

次に、資料の左下を御覧ください。平成２

７年度から「Ａｃｔｉｏｎ」と題したアート

展を開催しております。

これは、障がい者アートの普及や障がいに

関する様々な課題解決に取り組む方々の活動

をワークショップやフォーラムを通じまして

紹介し、イベントに参加する方々に障がい者

アートに対し興味を持ってもらうといったこ

とで社会を豊かにする新たな活動Ａｃｔｉｏ

ｎ（アクション）が生まれてくることを目指

して開催するものです。平成２７年度から３

０年度まで連続性を持ったテーマに沿って多

彩なイベントを実施しておりまして、これま

で４，６６７人の方々が来場をしていらっし

ゃいます。

次に、下の右側「元気の出るアート展」で

す。これは、臼杵市にあります「みずほ厚生

センター」が事務局として、平成１７年度か

ら取り組んできたものでございまして、障が

いのある作家の作品を県内各地で展示を行っ

ております。最初は３人の作家の方で始まっ

たアート展でございますが、現在では１５人

の作家の作品が展示をできるまでに拡大をい

たしたところでございます。

続きまして、その下にございます。委員の

皆様方も御覧になったかと思いますけれども、

平成２９年度は県議会のロビー、それから芸

術・文化祭の１年前イベントとして、大分市

内の商店街に作品を展示したほか、県内各地

で作品展を行っているところでございます。

続きまして、４ページを御覧ください。

障がいのある方がスポーツ交流活動等に参

加できる環境づくりの取組ということで、障

害福祉課が実施をしております主な普及啓発

事業を御紹介いたします。

上段が障がい者地域スポーツ活動支援事業

でございます。これは平成２０年に本県で開

催いたしました全国障がい者スポーツ大会の

レガシーといたしまして、障がい者スポーツ

指導員やボランティアの方々を登録いたしま

して、その指導員やボランティアを派遣して、

各地域で障がい者スポーツに取り組むきっか

けづくりをするというものでございます。

現在、指導員の登録数は１１月末現在で約

４００名おりまして、近年の実績といたしま

しては、その下の表にありますとおり、年間

約７０回程度の派遣によりまして３千人近く

の参加をいただいておりまして、内容といた

しましては、卓球バレーやボッチャなどの障

がい者スポーツの普及啓発を行っているとこ

ろでございます。

下段の子どもふれあい交流事業でございま

す。これは、平成２２年の第３０回記念国際

車いすマラソン大会の記念事業として始めた

ものでございまして、車いすマラソン出場選

手を県内の小中学校等に派遣をして、講演や

体験会を行ったものでございます。現在は、

パラリンピック等の国際大会に出場した選手

の派遣も行っております。

実績といたしまして、表にありますとおり、

年間２５回程度、５０人前後の選手を派遣し

ておりまして、２千人近くの参加者に対しま

して障がい者スポーツのおもしろさ、醍醐味

を肌で感じていただいているところでござい

ます。

守永委員長 以上で説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

阿部委員 土谷局長、昨日各会派やったと思

うんですが、私どもの方に来ていただいて、

来年度予算の流れから若干の国民文化祭も併

せて意見も出たと思うんですが、その後また

ラグビーワールドカップもありましたので、

まずそちらの方にも特化して申し入れはした

んですが、来年の障がい者の大会も国民文化

祭、それから再来年のラグビーという、こう

いう連続の大事業、行事、大分県にとっては

大チャンスと捉えているわけですよね。大チ

ャンスと捉えている割には今どういうふうに

進行しているのか、どういうふうにやられて
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いるのか、議会の方が余りよく分からないと

いう部分もあるので、国民文化祭、障害者芸

術文化祭、議会とどう一緒になってやってい

くかということを、もうどの時点かで、やは

りそこの議論を私は詰めていっていただきた

いなと、これはもう私の要望なんですけどね。

議会に出てくるのは、例えば、文化祭に対

して予算が８億円だとか、そんな予算ばっか

りに終始してしまっていると私は思っている

んですよね。もう少しこういう大会、地方議

会が執行部の皆さんと対決してどうこうして

いるわけでは何もないんだから、一体となっ

てやらなきゃならないのでね。例えば、この

障がい者の大会にしても、じゃ、議会も飛び

込んで、議会はこうやってこの役割をやって

くださいよというようなことも皆さん方から

意見が出てくるような、それとか、議場を開

放して何かできませんかと。例えば、この障

がい者の方々がいろんな、オーケストラみた

いなことを皆さんでやっているのであれば、

そこは議場演奏会をやるとか、そういうよう

な取組をやることによって議会と一体となっ

た一つの取組が発信できると思うんですよね。

そういうところも是非考えて、ちょっと議会

と皆さんたち執行部と間合いが開き過ぎて、

遠慮しているのかね。だから間があり過ぎる。

そこのところは縮めて是非やっていただきた

いというのを私は個人的に思っていますので、

まず要望をさせていただきたいと思います。

以上です。答えは結構ですから。

守永委員長 あとほかに何か御質問あります

か。

平岩委員 私もよく障がいを持たれている方

を一緒に雇用されている方たちから、こんな

いい作品を作っているから、こんなのを是非

できるだけ一人でも多くの人の作品を飾らせ

てということをよく言われるんですね。だか

らどうなっていくのかなと思って聞いていて、

今、阿部委員が言われたみたいに、そういう

発想になるといいんだなと思っていたんです

けど、昨日お聞きすればよかったんですけど、

企画運営委員会委員に幾つもの障がい者の団

体等の方が入っていらっしゃるということで、

後でどういう方が何人ぐらい入っていらっし

ゃるのかというのを紙面で頂けると、また少

し私も視野が広がると思います。

それから、これはここで話すことではない

かもしれないですけど、前回の委員会のとき

にもＪＲのＳＳＳの問題が、駅の無人化の問

題が出ました。そのことがずっと引っ掛かっ

ていて、よその県からもたくさんの方がいら

っしゃる中で、本当にそのことが心配になっ

ているんですね。今大分市で説明会を開いて、

大分市議会も要望を出しているんですけれど

も、私たちも、この大会を迎えるに当たって、

本当に安全でいろいろ参加ができるのかとい

うところは考えていかなきゃいけないと思っ

ております。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 Ｊ

Ｒという話ではなくてというお話をさせてい

ただいて申し訳ないんですが、やはり県外か

らのお客様というか、障がいのある方をどう

お迎えするかというのは非常に大きい課題と

思っておりまして、それがうまくいけば、要

するに高齢者の方にも同じく応用ができるだ

ろう、海外の方にも同じく応用ができるだろ

うという発想で今取り組んでいるところでご

ざいます。障がい者団体の方とかは、例えば、

ホテルで受け入れるにしても、お食事をする

に当たってバイキングというのは非常に選べ

て便利だと思いきや、障がいがある方にはか

えって取りづらいんだとか、いろんな具体的

な御意見を頂きまして、それと御一緒に実は

旅館業の方もお入りいただいているという場

がございますので、意見交換をさせていただ

いて、その障がい者の方々をどう受け入れる

かということを、旅館業の方も御一緒に勉強

しましょうというお話がございますので、そ

ういう研修会をしようとしております。

それから、バス、タクシーでどれだけ補え

るかと。また障がい者用のツアーというのも

作りたいと思っているので、実は初めての取

組というのはすごくたくさんあるんですけれ

ども、実際に障がいをお持ちの方、それから
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お世話をされている団体の方、旅館業の方、

交通業の方、いろいろ取組を議論しながら、

できることからやっていこうと。１年前のイ

ベントもあったんですけど、最後は結局人の

力になります。ボランティアの方にどれだけ

お手伝いいただくか。先ほどの下る所の強度

の不足の話をしましたけど、実は鉄の板じゃ

ないと車椅子で下りるのは非常に怖いんだと

いう話で、木造で作っていることに対する強

度、不安なんですよね、実際に壊れたという

わけではなくて不安。じゃ、それをどうすれ

ばいいかというと、ボランティアでガールス

カウトのお子さんたちが付いてくださって、

それで人の気持ちとか人の力で補う形で１年

前は取り組みました。これから先、やっぱり

もっとボランティアの方も増やさないと悪い

と思っていますので、その辺、全県に呼び掛

けていく取組を進めていって改善をしていき

たいと。また次の大会等にバトンタッチでき

ればと今思っているところでございます。

土居委員 その１年前イベント、実は私も行

ってみたんですけど、木製の仮設のスロープ

が用意されておって、関係者が見ながら、こ

れじゃいかんなという話をしていました。席

も車椅子の方も見づらいステージだったです

し、これからまだまだ改善する余地があると

思いますので、よろしくお願いいたします。

それから、質問ですけれども、視覚障がい

者、聴覚障がい者の皆さんがこのイベントを

どのようにして楽しむようにするのか、その

辺についてちょっとお伺いします。

秋月事業推進課長 視覚障がいのある方々に

対しまして、先ほども少し御紹介はさせてい

ただきましたけれども、手で触って楽しめる

作品展を実施したりとか、あとは盲目のバイ

オリニストさんがいらっしゃるんですけれど

も、その方を招いてのコンサートをやったり

とか、なるべくそういった配慮をするよう、

そういった方々が楽しめるイベントを開催し

たいと思っております。

聴覚の不自由な方に対しましては、今ちょ

っと検討しているところなんですけれども、

人形劇とかで、例えば、表現を文字で示しな

がら楽しんでいただけるような、そういう劇

なども今検討しているところでございますの

で、それぞれの障がいに応じたイベントが踏

み込んでいけるように内容の充実を図りたい

と思っているところでございます。

土居委員 どうしても題が国民文化祭、全国

障害者芸術・文化祭と分かれていますけれど

も、本来はこの大分県であるならば、障がい

のある人もない人も一緒に楽しめる文化祭と

いうような、インクルーシブフェスティバル

みたいな、そんな感じでなるように企画して

いっていただければなと思います。どうして

も障がいのある方の作品となると、病院とか

支援学校とかの展示とかになりますけれども、

ある方もない方も一緒に混ぜて展示するよう

な仕組みとか、そういった方面で進めていっ

ていただければなと思います。

それから、１つ要望なんですけれども、社

会側、先ほども駅の話も出ましたが、例えば、

私たちが奈良に行ったときには、バスにメモ

帳がありましたよね、バスの中に。筆談でき

るようにですね、いろんな取組があって、そ

ういう取組もしながら社会側にもバリアフリ

ーといいますか、ユニバーサルな社会だとい

うところを働き掛けていっていただきたいな

と思っています。よろしくお願いいたします。

衞藤副委員長 今資料を見てるんですけど、

この卓球バレーとか、ボッチャってどういう

スポーツですか。

髙橋障害福祉課長 ボッチャは、お手玉みた

いなちょっと大きい革のボールなんですけれ

ども、白いボールを最初に投げて、その後、

青と赤いボールをその白いボールの近くに寄

せた方が勝ちというような、たくさん白いボ

ールに寄ったボールの数で勝敗を決めるとい

うような、そういうゲームでして、特に車椅

子の方とか重度の方がやる障がい者スポーツ

になっております。

衞藤副委員長 こういったもののスポーツは、

県会議員に案内は出しますか。この卓球バレ

ーだとか車いすのとか、それから障がい者ア
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スリートとか、こういうふうなものを、要す

るに事業をするときに案内は出していない、

県会議員には全員に。

髙橋障害福祉課長 議員の皆様方には特に出

しておりません。この事業自体が、小学校と

か施設とか、地域のクラブとか、そういった

ところに体験会をやりたいとか、アスリート

を呼びたいとかいう要望があったときに出し

てくださいということで紹介をしております。

衞藤副委員長 全部じゃなくても、やっぱり

何箇所か、せめて地域でやるときには地域の

県会議員に案内を出すとかやった方がいいん

じゃないかなと。ボッチャって見たことない

からどんなのか分からなかったんですけど、

そういうことで是非よろしくお願いしたいと

思います。

それから、この芸術・文化祭とちょっとか

け離れるかもしれませんけど、私は知的障が

いしかよく分からんのですけれども、知的障

がいで、うちの方は、要するにこういう得意

な腕がない、芸術的にも、それからスポーツ

にもない子が多いんですよ。その子たちに何

かやらせるのに芝居をやらせるんですよ。特

にうちのあたりは水戸黄門とか、それから歌

を歌わせるとか、そういう芸能になるのかな。

だから、そういったことも考えるといいんじ

ゃないかと思うんですが、答弁なくてもいい

ですけど、またそういったことも御検討いた

だければ。特に知的障がい者の子なんかすご

く喜びますよ。そういったことでお願いした

いと思います。

秋月事業推進課長 知的障がいの方であった

り発達障がいの方向けのイベントなども今進

めておりまして、先ほど御紹介もさせていた

だきましたけれども、ダンスを障がいのない

方と一緒になって練習を重ねて発表をしてい

ただいたりというのをこの間のプレイベント

でも実施したんですけど、大変皆さん方美術

館の中でダンスをしていただいて、マスコミ

の方も来ていただいて取材をしていただいた

りなどしたんですけど、非常に楽しかった。

また来年が楽しみだというお話も頂いたとこ

ろです。あと、来年初めて開催するんですけ

れども、なかなか映画館に行って映画を見に

行くということが、多分御家族もなかなか周

りの方に御迷惑をかけるんじゃないかという

不安があって映画館に連れていったりするこ

とが難しいというお話もあったりしたもので

すから、映画館を貸し切りにして、是非とも

皆さんで大きな画面で、大きな音で映画を楽

しみましょうということも今検討を進めてお

りますので、またしっかり固まりましたら皆

さんに御紹介して、多くの方に御参加いただ

きたいと思っているところでございますので、

よろしくお願いいたします。

衞藤副委員長 すばらしいことだと思います。

私の感覚では知的障がいしか分からないんで

すけど、主役になりたがるんですよね、芝居

に出たいと、芝居の役者になりたいとか、そ

れからマイク持たせるとカラオケ歌わせてく

れとか、だからそういう出番を、このスポー

ツ関係で選手になれる人はいいんですけど、

やっぱりなれない人が多いじゃないですか。

全然何もできない。そういった人たちには、

そういう芝居の役者になったりとか、歌を歌

わせるとか、今言ったダンスとか、そういっ

たことを非常にやりたがりますので、今後と

も考えていただければと思います。

河野委員 先ほども旅館業の皆さんとの協議

も既にされているということなんですけど、

要するに、障がい者の方及びその介助者の皆

様というのはなかなか団体旅行というのは困

難な場合って多いわけですよね。だから自分

で自分のところ、いわゆるその方がお持ちの

障がいの程度や、その介護者の都合、様々な

ものを併せて個人的な旅行を考えなきゃいけ

ないという方もたくさんいらっしゃる。そう

いった方々にとってみると、どこの宿泊施設

に行けばどういった支援を受けられるのか。

施設的なバリアフリーがどうだとか、あるい

は手話ができる職員の方がいらっしゃるのか

とか、そういった情報をポータル的に大分県

として、いわゆるおもてなしということであ

るならば、それを発信するところ、更にこれ



- 8 -

がこういった文化祭のときだけではなくって、

常設的に大分県全体が障がいに優しい、障が

いを持っている人たちにとって優しい社会に

していくためには、そういった取組というの

がこの機会を通じて増勢されるということが

大事かなと思うんですけど、その辺をお話し

合いになっていらっしゃいますか。

高橋企画・広報課長 障がい者に対するおも

てなしという部分、非常に重要だと思ってい

まして、今回の大分大会は、一つはカルチャ

ー・ツーリズム、それともう一つは障がい者

に対するおもてなし、この二つを大きな目玉

にしております。レガシーにしていきたいと

いうことなんですけれども、委員おっしゃっ

た、障がい者が宿泊とか、そういった問題に

ついては、今まさに協議をしておりまして、

今のところ来年の４月にトラベルセンターを

設置しようということで、実は近畿日本ツー

リストが今までのノウハウをすごく持ってい

て、奈良を今年やっていますけど、そういっ

たノウハウの積み上げもあるので、そこに連

絡を、コールセンターも設置しますが、そこ

に連絡をすれば個別の対応もできるというよ

うな形で全体的な対応をしたいと考えており

ます。またこれも正にレガシーとして、次の

大会につなげていけるような工夫ができたら

なと考えてございます。

河野委員 その辺が次の大会と言うんじゃな

くて、要するに開催地としての大分に根付く

ような取組が必要じゃないかと。そのために

は旅館業の組合さんであったりとか、そうい

ったところがある意味言えば、各旅館さんの

そういった対応状況等についての発信をする

という取組を進めていかなければいけない。

そしてそれが長続きするような形で、大分県

に行くと障がい者の方も介助者の人も一緒に

楽しめるという、そういう文化を作っていく

ということは、これ非常に底辺にある目的じ

ゃないかなと思うものですから、その辺が私

どもの特別委員会の条例に基づいたいろんな

取組ということにつながることでもあります

ので、是非それを検討していただき、しっか

りとつなげていただきたいと思います。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 正

におっしゃるとおりでございまして、旅館業

を営んでいる方も、それから障がい者の方も、

同じ今、委員おっしゃったとおりの課題をみ

んな持っているので、それなりのパンフレッ

ト、あと使われるものを作るというのと、今

言いましたおもてなし研修というのは、障が

い者に対してのおもてなし研修というのはな

かなか機会がございません。ですから、そう

いうのがあれば是非というお話も頂いており

ますので、私たちもそういう場を作りまして、

あと受け入れやすいというか、受け入れる素

地を積み上げていきたいと思ってますので、

十分努力してまいりたいと思っております。

堤委員 県内各地で気軽に作品出展や鑑賞が

できるよう市町村と連携してイベントを実施

するよという形だと思います。県の場合には

局を立ち上げて、ここが中心になっていろい

ろやっていくじゃないですか。ただ、市町村

になってくると人員不足とか、職員の不足と

か、いろんな問題等が出てくると思うんです

ね。そういう仮に、例えば、大分市議会のと

ころでアート展しよう、また何かほかのこと

をしようといった場合、その市町村との協力

というか、そこら辺具体的に今進んでいるの

かなと。何かちょっと見えにくいんですよ、

その市町村の取組がね。それが一つどうなる

かというのと、さっき河野委員が言いよった

のと関係するんだけれども、今度国民文化祭

ではいろんな、祈りの谷とかいろいろするで

しょう。このときにはバスツアーをいろいろ

計画してやっていくよね。あの計画すごくい

いと思います。そういうのにプラスして、障

がい者の方々が本当にツアーに参加をして、

六郷満山でいろいろ見聞きできるとか、そう

いうふうなことも多分検討はされているんだ

ろうけれども、そういう方向性というのはい

ろんな、祈りの谷とか何とかの、よくあるで

しょう、大分県全体は。そういうのに対して、

この障がい者の方々もそれに参加をしてもら

うという、そういう計画というのはあるんで
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すか。

秋月事業推進課長 まず最初に、市町村との

動きであったり連携といったところなんです

けれども、市町村の実行委員会の中におきま

しては、それぞれの芸術文化団体であったり、

もちろん障がい者の団体も入ったり、地域の

団体が入ったりしまして、今事業の内容を検

討しているところでございます。その検討を

する中で、当然私どもの県の方とも一緒にな

って内容の情報を共有しながら充実に向けて

取り組んでいるところでして、その中でも、

うちの方でアドバイザーをお願いしておりま

すので、そういった方々と一緒に出向いてお

話を聞いたりとか、もっとこんないい素材を

組み込んだ方がおもしろいイベントになるん

じゃないかとか、そういう具体的なお話もし

ながら内容を詰めていっているところでござ

います。もちろんエリアとして五つのブロッ

クに分けて、そういった特徴を表に出しなが

ら今回展開をしておりますので、それぞれの

市町村でブロックごとに集まっていただいて、

情報の共有をして、いかにブロックごとの魅

力も増していくかというところも一緒にお話

をさせていただいているところでございます。

まだまだ内容を詰めていく段階でございま

すので、一緒になって県も応援しながらしっ

かりと努めていきたいと思っているところで

ございます。

高橋企画・広報課長 ツアーのお話です。実

は、今各ゾーンごとに集まって、まさにツア

ーを造成しているところではあります。けん

けんがくがくの議論をして、今までなかなか

それができなかったんですよね、ＤＣから流

れていっているんですけれど、この際、きち

んとツアーを作って後に引き継いでいきたい

と考えてございまして、具体の障がい者団体

との接点というのは今のところまだないんで

すけれど、もう早々にそのツアーを作り上げ

て、その中で対応できるような形で検討して

まいりたいと考えております。

堤委員 １８市町村の取組として、頑張らな

いかんという意気込みというか、温度差とい

うのはあんまりない、ある、ありそうやな。

秋月事業推進課長 どうしてもやっぱり温度

差はあります。ありますので、なかなか難し

いところは私どももしっかりと一緒になって

頑張っていきたいと思っているところでござ

います。

平岩委員 私ひねくれているのかもしれない

んですけど、お話をずっと聞きながら、さっ

き障がいのある人たちが映画見ることができ

ないから貸し切って映画見れるようにと言わ

れたじゃないですか。私たちが目指している

のが、それではなくて、障がいのある人もな

い人も見たいときにいつでも行って見れるよ

と、その社会を作りたいというのが今度の条

例の願いですから、本当に今担当者の方はも

のすごく苦労しながらやっていらっしゃると

思うんですけど、そこの視点をみんなで共有

していかなければ特別なことにしてしまって

はいけないなと先ほどから思っておりました

ので、すみません。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 今、

平岩委員のおっしゃったとおりで、この映画

館の分についても、障がいのある方だけを集

めるのではなくて、一緒にという開放の仕方

をしてくださいと。感覚としては障がいに関

する映画かなと思って、いや、そうじゃない

んだというお話を団体の方からも伺っており

ます。おっしゃるとおり、一緒にというのが

最終目標ではありますけど、少しずつ積み重

ねていきたいと思います。まだ足りないとは

思いますけれども、積んでいきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

高橋企画・広報課長 先ほど説明の中で、近

畿日本ツーリストのトラベルセンターの話を

しましたけど、今年の契約はそことやってい

ろいろ計画をしていますが、正式に来年度ど

こにするかというのはまだ決定ではございま

せんので、そこはもしそういうふうに聞かれ

たら、来年どことするかというのはまた今後

お諮りをするという。

志村委員 ２ページでのタイトルの合理的配

慮と書いていますよね。もう少し分かりやす



- 10 -

い言葉でこういうものを表現してほしいなと

希望をいたします。それは何だろうかと思い

ますので、そこはちょっと説明してください。

やっぱり今回の芸術・文化祭、障がい者の

方というのは、やっぱりどうアピールできる

か、どういうふうに皆さん国民や県民に残し

ていくかということだと思うので、マスコミ

とどう協力してやるかということが大事だと

思うんですよね。マスコミさんは各系列で特

番の予算を持って、私は首藤定さんのことで

経験しておる。ＲＫＢ系列で相当の費用も出

まして、ロシアまで取材に行けるような予算

を組むような、そういう申請して許可をもら

った、承諾されたんでしょうけれども、非常

にいい特番の制作の支援のシステムがあるん

ですね。

やっぱりテレビ、ＮＨＫを含めて、テレビ

をどう要するに使っていくのか。ニュースだ

けをするんじゃなくて、特番をどうやって作

ってもらうかだと思うので、ここはそういう

系列の支援の特番の枠だけにとどまらずに、

そこに県費で特番を作ってもらえるような、

そういう新規事業を単年度でなるわけだけれ

ども、それ予算要求の時期だから、そこは考

えて、事業として特番づくりについての取組

は是非お願いをしたいと思っておりますが、

是非思いを聞かせてください。

高橋企画・広報課長 合理的配慮という、非

常に分かりにくい表現で恐縮です。簡単に言

いますと、実は、その下のところに、２ペー

ジの一番下のところに…

志村委員 いや、内容は分かっているから、

使うときに言葉を変えて欲しいということよ。

高橋企画・広報課長 簡単に言いますと、お

金がかかり過ぎないように配慮をしなさいと。

何というか、過剰な負担が生じないようにと

いう（「そうじゃないよ」、「それは違うで

しょう」と言う者あり）

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 合

理的配慮という話、どう言いかえればいいか

だと実は私も今思っているところなんですけ

ど、基本は必要にしている人の意思がちゃん

と反映されるように、このそもそも合理的配

慮という言葉がいいのかどうかというのは、

ちょっと次の言葉が思い浮かばないんですけ

れども、考え方としては、要は先ほど平岩委

員もおっしゃったように、差がないというか、

もう全くフラットな考え方ができ、フラット

な行動ができるように、それを目指すという

ことだと思っておりますので、目指す方向の

ところを多分言葉にした方がいいんだろうな

というふうに思っております。

志村委員 そこを議論するつもりはないから、

考えてほしい。後者の方。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 考

えます。

あわせて、広報のことをお話させていただ

きます。国民文化祭、障害者芸術・文化祭に

つきましては、今本体の開会式、これは舞台

は障がい者と健常者一緒に作る分については、

これは全国での中継というのが一本用意され

ております。それ以外に、特番を作ればとい

う話をいただいたところなんですが、私ども

実はお金のやり繰りを非常に困っているとこ

ろもございまして、もともと広報広聴課の持

っている特番枠とかがございますので、そち

らの方の要求等もお願いをしていきたいと思

っています。改めてどこかを要求するという

のが実は非常に厳しいのと、大きい枠はあり

ません。特番と言っても、首藤コレクション

のようなロシアに行くようなのはちょっと厳

しいと思っておりますけれども、小さい枠で

の小さい事前コマーシャルの部分とか、もし

くはテレビではなくて活字媒体での後追い記

事とかいうのを実は計画をしています。幾ら

か記録のものとして残して流すという形をと

りたいと思うんですけれども、どの程度の特

番ができるかというのはちょっと今懐具合と

考えながら、ただ努力はしていきたいと思っ

ております。

志村委員 そういう考えは違うんですよ、そ

うじゃないんですよ。マスコミが企画を自主

的にして、一つの素材を捉えて、これを特番

にしていこうということを系列、系統だとか
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ＮＨＫはやっているんですよね、ずっとドキ

ュメンタリーで。それを県が支援をするよう

なことをすれば更に拍車がかかるんじゃない

かということ。県が特番するんじゃないんで

すよ。（「失礼いたしました」と言う者あ

り）いや、だから、そこを勘違いしないよう

にしないといけないと思います。

難聴の大塚君の例のラグビー、ラガー、こ

れをずっと追っかけてすごい特番できたよね。

だから、マスコミやテレビはそういうのを作

れるんですよ。そこに積極的に支援をすると

か促進をするとかいう動きをする。それから、

予算の話をここで言っちゃおかしいので、予

算はまた議会と一緒になって、それこそ阿部

委員が言ったように、議会と一体となれば、

それはそんなことで予算はないからなんてい

う言葉は通用しないですよ。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 す

みません、失礼いたしました。

一つは、まずマスコミとの協力という意味

では、今広報部会の方にマスコミ、それぞれ

部長さん方にお入りいただいています。今、

その中で非常に追っかけるのをやっていただ

いているところも実はあります。

それと併せまして、もう一つはニュースの

中の単体で、今民放はそれぞれ自主枠を持っ

ています。そこのところに私どもがお金を乗

っける形でというのは今年も若干したりして

おりますので、それは検討できると思います

のでやっていきたいと思います。基本は、非

常に大分県内のマスコミは協力的でございま

して、自主的な番組のところでだいぶ取り上

げていただいているので、併せてやっていけ

るようにと、私たちもやっていきたいと思い

ます。

志村委員 ちょっと、また感覚が違うんだけ

れども、要するにローカルで作っても、まず

ローカルで放映し、九州・沖縄で放映し、全

国版になると、こういうふうなことになるん

ですね、やっぱり内容によっては。だから、

そういう番組を作ってもらおうという、素材

を提供するということも大事なことなので、

そこはしっかりやってくださいよ。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 分

かりました。

原田委員 ちょっと時間がないので一つだけ

確認しておきます。合理的な配慮というのは、

障害者差別解消法に載っている、いわゆる状

況に応じて行われる配慮として考えていいん

ですよね、その確認だけで結構です。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 そ

ういうことです。

髙橋障害福祉課長 委員おっしゃったとおり

です。

守永委員長 あと質問をしておきたい方はい

らっしゃいますか。時間が余りなくなってし

まったみたいで、いいですかね。

〔「なし」と言う者あり〕

守永委員長 今説明を受けた中で、この全国

障害者芸術・文化祭でのどういう配慮がされ

るのかというふうな着眼点ではあったんです

けれども、説明いただいている中で、国民文

化祭その分全体として、障がいのある方も参

加しやすいような仕組みを作っていただきた

いという思いと、それと、全市町村で並行し

て開設されるということで、この条例そのも

のをうまく各市町村に普及できる取組の一つ

でもあるなという思いもありますので、その

点も含めて頑張っていただければと思ってい

ます。

あとほかに質疑もないようですので、これ

で本日の調査は終わりたいと思います。執行

部の皆さんお疲れさまでした。

〔国民文化祭・障害者芸術文化祭局、

福祉保健部退室〕

守永委員長 次回の委員会についてですけれ

ども、次回は、年明けに開催をさせていただ

きたいと考えております。

内容については、就学・就労における合理

的配慮の在り方について執行部から説明を受

けたいと思っていますが、御意見等ございま

すでしょうか。（「年明けでもいろいろ幅広
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いんやけど」と言う者あり）

年明け、皆さんの日程を踏まえてから、そ

れぞれ常任委員会等も様々な日程なり海外研

修でもそういったものもあるので、また調整

をさせていただきたいと思っています。よろ

しいですか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

守永委員長 細部については委員長に一任願

いたいと思います。

では、よろしくお願いいたします。ほかに

何かございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

守永委員長 ないようですので、これをもっ

て本日の委員会を終わります。

次回の委員会については、日程と詳細が決

まってから御連絡を申し上げます。


